
昭
和
五
十
一
年
五
月
二
十
五
日
受
領 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
質
問
の 

一
九
） 

答

弁

第

一

九

号 

   

衆
議
院
議
員
松
本
善
明
君
提
出
公
害
健
康
被
害
補
償
法
に
よ
る
指
定
地
域
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁

書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
七
七
第
一
九
号 

昭
和
五
十
一
年
五
月
二
十
五
日 

衆

議

院

議

長 
前 
尾 

繁 

三 

郎 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

三 

木 

武 

夫 

一 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
松
本
善
明
君
提
出
公
害
健
康
被
害
補
償
法
に
よ
る
指
定
地
域
に
関
す
る
質
問
に
対
す 

る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

公
害
健
康
被
害
補
償
法
に
基
づ
く
第
一
種
地
域
の
指
定
要
件
と
し
て
の
大
気
の
汚
染
の
程
度
に
つ
い
て
は
、

硫
黄
酸
化
物
に
よ
る
汚
染
を
具
体
的
な
指
標
と
し
、
窒
素
酸
化
物
及
び
浮
遊
粒
子
状
物
質
に
よ
る
汚
染
を
も
考

慮
し
て
、
総
合
的
に
判
定
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。 

こ
の
第
一
種
地
域
に
係
る
指
定
要
件
に
関
し
て
は
、
そ
の
見
直
し
の
一
環
と
し
て
、
窒
素
酸
化
物
を
具
体
的

な
指
標
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
昭
和
四
十
五
年
度
か
ら
実
施
し
た
複
合
大
気
汚
染
健
康
影
響
調
査
及
び
昭
和

五
十
年
度
に
実
施
し
た
自
動
車
道
沿
道
住
民
健
康
影
響
調
査
の
結
果
等
を
踏
ま
え
、
で
き
る
だ
け
速
や
か
に
検

討
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
が
、
現
段
階
に
お
い
て
そ
の
結
論
を
取
り
ま
と
め
る
時
期
を
明
確
に
述
べ
る
こ
と
は 



二
に
つ
い
て 

東
京
都
の
世
田
谷
区
、
中
野
区
、
杉
並
区
及
び
練
馬
区
の
四
区
の
地
域
指
定
に
つ
い
て
は
、
地
域
指
定
の
要

件
に
窒
素
酸
化
物
を
具
体
的
指
標
と
し
て
加
え
る
問
題
と
の
関
連
に
お
い
て
必
要
な
検
討
を
行
う
こ
と
と
し
て

い
る
ほ
か
、
目
下
こ
れ
ら
の
各
区
に
大
気
の
汚
染
の
状
況
等
に
つ
い
て
の
資
料
の
再
提
出
を
求
め
て
い
る
と
こ

ろ
で
あ
り
、
資
料
が
提
出
さ
れ
次
第
、
必
要
な
検
討
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。 

困
難
で
あ
る
。 

な
お
、
自
動
車
道
沿
道
住
民
健
康
影
響
調
査
は
、
現
在
、
兵
庫
県
及
び
川
崎
市
に
お
い
て
調
査
結
果
の
集
計

解
析
中
で
あ
り
、
今
後
、
こ
の
取
り
ま
と
め
を
受
け
て
、
で
き
る
だ
け
速
や
か
に
、
自
動
車
道
沿
道
住
民
健
康

影
響
調
査
打
合
会
で
の
検
討
評
価
を
経
た
後
、
そ
の
結
果
を
発
表
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。 

右
答
弁
す
る
。 

四 

 




